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○職員組合の要求事項に対する県の回答

職員組合の要求事項 県 の 回 答

１ 賃金改定にあたっては、労使交

渉での合意により改定すること。

給与改善勧告を完全実施し、

生活実態を改善できる賃金引上

げを行うこと。

○ 今年度の給与改定については、人事委員会の勧告どおり実

施することとし、給料及び期末・勤勉手当については条例事

項であるので、県議会 12 月定例会に所要の条例改正案を提案

することとする。

○ 技能労務職員の給与改定についても、一般職員と同様の取

扱いとする。

○ 静岡県立農林環境専門職大学の給与制度については、人事

委員会の勧告どおり実施することとし、大学教育職給料表及

び等級別基準職務表を新設するため、県議会 12 月定例会に所

要の条例改正案を提案することとする。

〇 現在、農林大学校で措置されている有害薬品等取扱手当を

静岡県立農林環境専門職大学においても引き続き措置するた

め、特殊勤務手当について所要の条例改正案を提案すること

とする。

〇 初任給基準や昇格基準などの条例事項以外の事項について

は、給与水準検討会等の場で引き続き職員組合と話し合って

いく。

２ 給与制度の在り方については、

組合と十分協議し進めること。ま

た、以下の点に留意し、給与水準

の回復・改善を図り、いずれの年

代でも均衡のとれた給与制度と

すること。

(1) 職員の生活改善に繋がる独

自給料表を作成すること。ま

た、特例給料月額算定の際、級

別に異なる率を設定すること

などにより、本県における年齢

層別の公民均衡を図ること。

○ 職員の給与水準は、特例措置を含めた給料と地域手当など

の諸手当を含めて毎年の民間の給与水準と均衡させるように

調整した結果として決まるものである。

○ 独自給料表や率の設定等を含む給料の特例措置の取扱いに

ついては、人事委員会勧告を踏まえて対応していく。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(2) 職務の級の適用について、行

政職給料表においては、副班長

級を５級、班長級全職員を６

級、課長級全職員を７級適用と

し、他の給料表についても同様

に改善すること。

また、主任級、副班長級、班

長級への昇任年齢を早めるこ

と等により、若年層・中堅層の

給与水準について大幅に改善

を図ること。

○ 職務の級の適用については、それぞれの職務の困難度や職

責の重さに応じて区分しているところである。

○ 行政職給料表の５級については、チームリーダーとしての

班長の職務に、６級については、参事、課長代理など管理・

監督的な立場の職務に、７級については、所属のマネジメン

トを行う本庁の課長や出先機関の長に適用しており、職務給

の原則を徹底している。

○ 他の給料表については、行政職給料表とのバランスや他県

との均衡を考慮して定めている。

○ 上位の職への昇任及び昇格については、一定年齢に達した

から行うというものではなく、それぞれの職にふさわしい能

力・適性等を総合的に判断して行っている。

○ 若年層において、民間の給与水準が公務を上回っている状

況を改善することなどを目的として、平成 27年４月から給与

制度の総合的見直しを実施しており、平成 26年度から５年連

続で、若年層に重点を置いた給料表の引上げ改定を行ってい

る。

○ 人事委員会から勧告された本年の給与改定においても、若

年層に重点を置いて給料表を引き上げることとされており、

この勧告どおり実施する。

(3) 定年まで実質的な昇給がで

きるよう枠外号給の増設等、本

県の優位性を確保した上で給

与制度の改善を図ること。

また、50 歳台後半層の昇給

制度について改善すること。

○ 給料表の号給増設については、人事委員会の勧告事項であ

るので、勧告を尊重することを基本としている。

○ 平成 18 年の給与構造改革の際、従前の給料表における枠外

在職者の実態を踏まえて、行政職給料表の４級等において国

よりも多くの号給を増設したほか、昨年の人事委員会勧告に

基づき、行政職給料表の５級に８号給の号給増設をしており、

国に比べて有利な取扱いとなっている。

○ 50 歳台後半層の昇給制度については、昨年の人事委員会勧

告に基づき、標準の勤務成績では昇給しないこととする措置

を導入したところだが、見直しにあたり、50歳台後半層の職

員を対象とした昇給の運用枠を新たに設け、できる限りの配

慮をしている。

(4) 人材確保の観点から、採用

困難な医療(二)表適用者への

初任給調整手当新設などによ

り給与水準を改善すること。

○ 初任給調整手当の措置については、人事委員会の勧告事項

であることから、勧告尊重の基本姿勢に立って対応していく。

○ 獣医師や薬剤師の人材確保策について、ＯＢ職員の活用方

法などの方策を研究していく。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(5) 他の給料表の職場への異動

に際し、給料月額が異動前の

水準に達しない場合には、現

給保障をすること。

○ 給料表の適用を異にする職務に異動した場合には、同一の

給料表を適用している他の職員との均衡から、異動後の職務

に従前から在職していたものとして給料月額を決定すること

が適当である。

(6) 休職者等の給与について、次

のとおり改善すること。

ア 特別休暇、休職(介護休

暇、病気、専従)による昇

給の遅れ等については、復

職時に全期間就業したこ

ととみなし調整すること。

また、既に復職し昇給が

延伸されている職員につ

いても同様に調整するこ

と。

○ 昇給における休職や特別休暇等の期間の換算率について

は、休職等の性格、職員の責任の程度や職務との関連性など

を勘案しつつ、現に勤務している職員との均衡も考慮して定

められていることから、これらの期間の全てを勤務したもの

とみなして調整することは困難である。

○ 育児休業及び部分休業の期間中については、法律で給与を

支給しないこととされている。

○ 介護休暇及び介護時間の期間中については、国との均衡を

踏まえて条例で給与を支給しないこととしている。

イ 育児休業、部分休業、

介護休暇及び介護時間の

取得期間について給与全

額を支給すること。

３ 諸手当を次のとおり改善する

こと。

(1) 一時金について、期末手当に

一本化し支給月数を改善する

こと。

また、一時金職務加算につい

て、班長級昇任時に 15％を適

用するなど改善すること。

○ 期末・勤勉手当については、生活補給的一時金の性格を持

つ期末手当と、能率給的性格を持つ勤勉手当からなっており、

２つの手当は法令上も明確に区分されていることから、その

一本化は困難である。

○ 職務加算については、職務と責任の度合いに基づいて措置

されているものであり、平成 22 年４月の組織改編に伴い、職

務給の原則を徹底する中で、新たに「班長」及び「副班長」

について 12％を適用することとしたところであり、これ以上

の見直しは困難である。

(2) 扶養手当について、配偶者

がいない場合に支給される子

どもの手当額を増額するこ

と。

○ 扶養手当については、平成 29 年の人事委員会勧告に基づ

き、配偶者に係る手当額を引き下げ、子に係る手当額を引き

上げるなどの見直しを段階的に実施しているが、本県におい

ては、子育て支援の観点から、子に係る手当額を国よりも有

利な取扱いとしている。

○ 配偶者の有無によらず、子に係る手当額については、国に

比べて、1,000 円高く設定している。

○ 扶養手当の手当額については、人事委員会の勧告事項であ

るため、これまでどおり勧告を尊重することを基本としてい

く。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(3) 通勤手当について、消費税増

税に鑑み、基本額を引上げた上

で、次のとおり改善すること。

ア 通勤に係る経費は全額支給

とすること。

○ 通勤手当の支給限度額については、人事委員会の勧告事項

であるため、これまでどおり勧告を尊重することを基本とし

ていく。

○ 本県の交通機関利用者の通勤手当制度は、国と比べて有利

であることなどを踏まえると、これ以上の支給限度額の引上

げを行うことは、県民の理解を得られないものと考えている。

イ 交通用具使用者に係る通

勤手当について、本県の優位

性を回復し改善すること。

ウ 駐車場・駐輪場料金の支給

について、さらに改善するこ

と。

エ 有料道路料金の支給要件

を緩和すること。

オ ホームライナー整理券代

を支給すること。

○ 交通用具使用者に係る通勤手当については、国との優位性

を確保するという理由のみで手当額を引き上げることは困難

である。

○ 駐車場料金に係る通勤手当については、平成 27年４月から

自宅側の駐車場料金についても、新たに支給対象としたとこ

ろであるが、支給要件については、職員負担の軽減だけでな

く、県民の理解などを考慮した上で定める必要がある。

○ 高速道路などの有料道路料金に係る通勤手当については、

交通機関利用者と同様の理由により、これ以上要件を緩和す

ることは困難である。

○ ホームライナーについては、ダイヤが限定されていること、

通勤時間の短縮効果が小さいことから、長距離通勤者の負担

軽減にはあたらず、支給対象とすることは難しいと考えてい

る。

(4) その他、住居手当・単身赴

任手当等について、職員の生

活実態に合わせ支給要件を見

直し、改善を図ること。

○ 住居手当及び単身赴任手当については、人事委員会勧告を

尊重することを基本とし、国や他の都道府県の状況、県内の

民間事業所の支給状況等を踏まえ、適切に対応していく。

(5) 旅費等の 2017 年１月 18日

付け要求書に係る継続課題に

ついて改善すること。

○ 旅費については、国や他の都道府県の状況を踏まえるとと

もに、県民の理解の観点から、引き続き検討していく。

４ 人事評価制度については労使

合意を尊重するとともに、常に改

善を図ること。

○ 平成 28 年４月から運用を開始した人事評価制度について

は、適切な処遇の実現を通じた職員の意欲の向上と人材育成

を促進することで、組織力の向上を図ることを目的としてお

り、各評価者に対し、研修等を通じて、丁寧かつ適切な指導・

助言の重要性の周知・徹底を図っている。

○ 今後とも、職員組合との意見交換なども行いながら、適正

な制度運用に努めていく。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

５ 人員増について、次のとおり

実現を図ること。

(1) 計画的な増員を行うこと。ま

た、慢性的な時間外勤務の縮減

に向け、年間の時間外勤務が

360 時間を超える職員がいる職

場については、増員を行うこと。

当面年間 540 時間超の職場につ

いては、直ちに増員を行うこと。

(2) 施設職場等、宿直勤務や特例

勤務が実施される職場におい

て、早急に人員増を行うこと。

(3) 育児休業や産前・産後休暇、

介護休暇及び特別休暇等の代替

職員については、直ちに常勤職

員を配置すること。特に、専門

職種については専門職員を配置

すること。また、当該職場の状

況により人員増を行うこと。

また、代替職員を確保するた

めの登録制度を設けること。

(4) 各種休暇・休業制度の権利が

完全行使できるよう、人員増を

含めた環境整備を行うこと。

(5) 以上の要求を前進させるた

め、「時間外勤務縮減検討会」を

充実強化すること。

○ 人員配置については、従来から時間外勤務の状況等も考慮

しながら、全体として施策の優先順位や行政需要の状況等を

踏まえ、適正な配置を行っている。

○ 定員管理については、「静岡県行財政改革大綱」において、

100 人程度の職員の削減を目標としてきたが、現在はこうし

た定員管理は行っておらず、必要な場合には増員も行ってい

るところであり、今年度は、時間外勤務が複数年連続して多

い６所属に対して、計７人の増員を行っている。

○ 一時的に集中する業務に対応するため、業務応援要員（Ｏ

ＳＳ）を３人から７人に増員し、業務量の平準化による、職

員の負担軽減を図っている。

○ 人員配置に当たっては、各部局の現状と今後の見込みの把

握に努め、業務量の変化に応じ、時間外上限規制を遵守する

ため、適正な人員配置を行い、休暇をはじめとした各種制度

を利用しやすい職場環境づくりにも取り組んでいく。

○ 施設職場等においては、勤務体制の確保に配慮した適切な

人員配置に努めている。

○ 育児休業や長期療養に伴う休職などの職員のいる職場につ

いては、事務職及び技術職ともに、毎年度、育児休業の状況

などを考慮して採用数を計画し、正規職員による代替措置に

努めている。

○ 年度の途中において介護休暇や特別休暇など職員に配慮を

要する状況が生じた場合にも、臨時職員や新規採用の前倒し

などの代替措置を講じている。

○ 退職者の人材登録制度については、免許等を要する一部の

専門職において、欠員を速やかに補充するために、退職者を

臨時職員として任用するなど、人材の確保に努めている。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

６ 未払いの時間外勤務が発生し

ないよう、勤務時間の適正化を

図るため、次の事項を実現する

こと。

(1) 時間外勤務の縮減について、

実効性のある具体的な措置を直

ちに実施すること。また、月 45

時間超 60時間以下の時間外勤

務手当の割増率について、民間

企業の実態を踏まえて改善する

とともに、代替休暇制度の運用

に際しては、本人の意思を尊重

すること。

○ 時間外勤務の縮減については、様々な角度から取組を進め

ており、時間外上限規制を遵守するため、柔軟な配置転換や

業務の効率化等に取り組んでいる。

○ 時間外勤務手当の割増率については、これまで国家公務員

の取扱いを踏まえて、人事委員会の勧告により改定してきた

ものであり、今後とも人事委員会の勧告を尊重していく。

○ 代替休暇制度の運用については、時間外勤務代休時間の指

定の際に、本人の意向を確認することとしており、本人の意

向を尊重した運用としている。

○ 人員配置について、これまでも時間外勤務の状況等を踏ま

えて、必要な部署には増員を行ってきているが、今年度につ

いても、上半期の時間外勤務の状況を踏まえ、前倒し採用等

により必要な所属に増員を行う予定である。

○ 一時的な業務量の増加に迅速かつ機動的に対応するため、

業務応援要員の一部を部局に配置するなどの運用の見直しを

行い、時間外勤務の縮減を図っていく。

○ 適切な職員数が確保できるよう、一部の技術職種において、

高等学校卒業者や職務経験者など採用方法の多様化について

人事委員会と相談していく。

(2) 労働基準法第 36 条に基づく

協定の内容を遵守するとともに

効果的な対策を講じ、職場協議

で取り上げられた問題について

は、早期解決すること。

また、旧 16号職場などその他

の職場においても、36協定に準

じて取扱い、組合と包括協定を

結び部局協議をすること。

○ 36 協定を締結した職場については、適切なマネジメントに

よる労働時間の適正な把握等に引き続き努めるとともに、協

定遵守のために必要な対応を部局と協力して行っていく。

○ 36 協定以外の職場については、今年度から時間外上限規制

が導入されたことにより、上限時間範囲内で効率的に業務を

進めるという点で、包括協定と目的は同じであると考えてい

る。

○ 時間外上限規制を遵守するため、四半期毎の要因分析や改

善措置の検討を行い、時間外勤務縮減検討会の場において職

員組合の意見を伺いながら、時間外勤務縮減に向けた取組を

進めていく。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(3) 災害等緊急業務のため勤務し

た場合の時間外勤務手当は、公

務遂行性が認められる自宅出発

時から支給すること。

なお、待機時間についても、

その拘束性に鑑み時間外勤務手

当、特殊勤務手当又は調整額等

により処遇を改善すること。

また、緊急呼び出し当番及び

週休日・休日のイベントなどの

勤務についてはその必要性を精

査し、規模は必要最小限とし、

勤務従事の環境整備を行う等負

担軽減を図ること。

○ 自宅から勤務公署への通勤時間や待機時間については、任

命権者の指揮命令の下にある状態とは言えず、国や他の都道

府県の取扱い等も踏まえると、時間外勤務手当等を支給する

ことは困難である。

○ 水防など緊急呼び出し当番業務については、各所管部局に

おいて必要性、規模等について、職員への負担軽減の観点も

踏まえ、適切に運用されていると認識している。

○ 動員される職員については、育児・介護等の配慮を要する

職員を要員から外すなど、個別の事情に配慮した運用がなさ

れているということを担当部局から聞き取っている。

(4) 女性の深夜、超過、休日労働

について、母性保護の観点から

極力抑制すること。

育児・介護を行う職員につい

ては、休日・時間外勤務命令に

あたって配慮することとし、時

間外勤務免除及び時間外勤務制

限制度の適用対象となる子の年

齢を、小学校卒業時まで延長す

ること。

○ 育児や介護など家庭の事情がある職員については、それぞ

れの事情に配慮した勤務時間管理を行うよう努めている。

○ 育児又は介護を行う職員から請求があった場合には、時間

外勤務免除及び時間外勤務制限制度に基づき、適正に管理す

るよう指導してきたところである。

○ 制度の対象となる子の年齢については、一般事業主に適用

される育児・介護休業法と同様の取扱いをしている。

(5) 時間外勤務縮減月間につい

ては、今後の在り方について引

き続き組合と十分議論するこ

と。

○ 時間外勤務縮減推進月間は、平成 23年度から、節電対策を

推進する観点から７月及び８月に実施している。

○ 推進月間を設定する目的は、個々の職員が計画的・能率的

に業務を行う意識を高める機会とし、また、夏季休暇を取得

しやすくするためのものである。

○ 平成 30 年度の 7月及び８月の時間外勤務実績は、年間の月

平均時間と比べ、約２割程度少なくなっており、一定の効果

があると考えている。

○ 出先機関において、縮減月間と繁忙期が重なる場合には、

実施月を７月から９月の間の２ヶ月間に変更することを可と

し、昨年同様に柔軟に対応できるようにしたところである。

○ 今後も、実施時期、取組内容等について、職員の負担とな

らないよう、よく検討しながら実施していく。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(6) 厚労省ガイドラインに従い、

勤務時間の把握にむけた対策を

実施した上で、個々の職員の勤

務時間を正確に把握できるシス

テムを構築し、未申請による時

間外勤務の未払いが発生しない

仕組みをつくること。

○ 勤務時間の適正把握については、管理監督職員が個々の職員

の勤務状況を的確に把握し、必要な場合には事前に時間外命令

を行うなど勤務の実態について、正確に把握することが重要で

あると考えている。

○ ６月から SDO 端末の使用記録を各所属長が閲覧できるように

しており、各部局には使用記録の活用により、個々の職員の勤

務状況を的確に把握するとともに、適切に時間外命令を行うよ

う周知している。

○ 突発的に生じた時間外勤務の場合には、事前命令がなかった

としても、適切に時間外命令処理を行うよう、留意事項として

各種の通知に記載するなど、機会あるごとに指導している。

７ 昇任及び人事異動は公平・公

正に行うこと。

(1) 人事異動については、期間を

原則３年とすること。

本人の意向を尊重し、単身赴

任や自己負担を強いる通勤及び

１時間を超える長時間通勤をな

くすこと。

なお、異動の内示については

１か月前までに行うこと。

下田地区等から住所移転を伴

う人事異動を行う場合には、方

面内示を行うこと。

○ 人事異動については、職員の意欲、能力、適性等をきめ細か

く把握し、職員の勤務意向や主にどんな分野で仕事をしていき

たいかなどの志向にも配慮しながら、適材適所の配置に努めて

いる。

○ 班長級及び副班長級の異動期間については、職員の専門性向上

や、業務の継続性確保の観点等から、原則５年としている。

○ 単身赴任や遠距離通勤については、今後とも改善に努めてい

く。

○ 人事異動の内示については、なるべく早く内示できるよう努

力している。

○ ３月初旬に県外及び下田地域への異動候補者に事情確認を行

っているが、その他の職員に対しては、異動作業の全体スケジ

ュールの都合上、困難である。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(2) 各班に必ず班長・副班長を配

置し、上位職との班長兼務を解

消すること。

また、昇任について、職種・

性別による年齢格差を解消する

とともに、一定年齢に達した未

昇任者について、次のとおり改

善すること。なお、課長代理職・

主幹職を積極的に活用するこ

と。

ア 主任級について、大卒経験

６年、高卒経験 10 年で全員昇

任させること。

イ 副班長級について、36 歳以

上の未昇任者を全員昇任させ

ること。

ウ 班長級について、48 歳以上

の未昇任者を全員昇任させる

こと。

エ 研究職、医療職（二）表に

ついて、それぞれ 47 歳、46 歳

で班長級に昇任させること。

なお、研究調整官は５級と

すること。

オ 現業職について、30 歳で主

任技能員に、45 歳で技能長に

昇任させること。

○ 班長、副班長の配置については、各班に班長を置き、班員数

が多い場合は必要に応じて班長を補佐する副班長を配置して

いる。

○ 上位職の班長兼務については、班の設置の状況や班の規模な

ど、組織運営上の観点からも専任班長の必要性を判断しつつ、

できる限り解消するよう努めていく。

○ 課長代理については、課長を支援するとともに、特定の事項

について対外的な交渉や関係機関等との調整などを行う職と

して、また、主幹については、秘書主幹や部付主幹など特定の

事項を処理する職について、必要な場合に配置している。

○ 試験研究に関する事務を統括し、人事管理や研究環境等の総

括など、研究部門全体のマネジメントについて責任を持って行

う５級の課長級の職として、研究統括官を配置している。

○ 研究調整官については、試験研究に関する事務を調整し、各

科の研究内容をとりまとめ、研究成果の普及啓発を行うなど、

対外関係業務について、所長やセンター長を補佐する職として

配置している。

○ 上位の職への昇任については、一定年齢に達したから昇任を

行うというものではないが、職員が様々な経験を積み、実力を

養うことができる人事異動に努めている。

○ 昇任にあたっては、性別に関わらず、それぞれの職にふさわ

しい能力・適性等を総合的に判断して行っている。

(3) 任期付研究員や任期付一般職

員制度の運用については、組合

と協議すること。

○ 任期付研究員及び一般職の任期付職員については、適切な制

度運用に努めている。

(4) 公益法人等への派遣にあたっ

ては、法の趣旨に基づき派遣予

定者への説明を十分行い、同意

の上、派遣すること。

また、あらかじめ設定された

派遣年限にかかわらず、本人又

は派遣先職場が望む場合には、

その任を解くこと。さらに 2016

年度以前に採用された職員の

高校事務職場への出向に際し

ては、本人の同意を前提とする

こと。

なお、問題点が生じた場合は、

組合と協議すること。

○ 公益的法人等への派遣については、あらかじめ各派遣先の勤

務条件等について十分に説明を行ったうえで、職員の同意に基

づいて行っており、今後とも適切な制度の運用に努めていく。

○ 公益的法人等への派遣は、本県と派遣先との協定により行っ

ているもので、本人からの希望により派遣期間を変更すること

は困難であるが、体調不良等により職務遂行が困難になった場

合は、当該職員について派遣を中止するなどの対応をしている。

○ 派遣先が派遣期間の変更を要望する場合については、変更の

必要性等を検討し、個別に判断している。

○ 教育委員会への出向については、これまでどおり本人の意向

や居住地などに配慮しつつ、勤務時間や福利厚生等で知事部局

と異なる部分をできる限り丁寧に説明していく。



10

職員組合の要求事項 県 の 回 答

８ 公的年金の支給開始年齢の引

上げにあわせ、国における議論を

注視しながら定年延長を行うこ

と。定年延長に伴い高齢層の賃金

を改悪しないこと。

なお、制度構築にあたっては、

組合と十分協議し、当面、再任用

を義務化し対応する場合は、給料

表の適用級及び一時金支給月数

を改善するとともに扶養手当・住

居手当などの生活関係手当を支

給すること。

○ 定年延長については、平成 30 年８月 10 日に人事院から国会

と内閣に対して、国家公務員の定年を段階的に 65 歳に引き上げ

ることなどを盛り込んだ意見の申出がされたところである。

○ 現在、国においては、人事院の意見の申出を踏まえ、定年の

段階的な引上げとともに、役職定年制の導入等について議論さ

れている。

○ 本県においても、定年引上げに伴う諸制度の見直しについて、

本格的な検討を始める必要があるが、定年の引上げに伴う制度

変更により、高齢層の職員の働き方は大きな影響を受けるもの

と考えている。

○ 退職手当や再任用職員の給与の取扱いを含め、高齢層の職員

の給与のあり方の全般について、定年の引上げと併せて、職員

組合と話し合っていきたいと考えている。

○ 給料表の適用級については、再任用職員は、長年の専門的知

識と経験を活かして業務を遂行するとともに、一般職員への助

言等を行うよう主任級で任用しているところであり、職務に応

じた級を適用している。

○ 再任用職員の諸手当については、従来から人事委員会勧告を

踏まえて改定しているところであり、今後とも人事委員会の勧

告を尊重していく。

９ 早期勧奨退職制度について、退

職手当の割増率等、国の早期退職

募集制度を上回る制度とし、退職

手当調整額を改善すること。

○ 国においては、平成 25年６月から早期退職募集制度を導入し

たところであるが、本県では、定年まで勤務することを前提と

した人事管理をしており、国と退職管理の状況等が異なること

から、早期退職募集制度の導入については、慎重に検討する必

要があると考えている。

○ 退職手当における定年前早期退職特例措置の拡充について

は、早期退職募集制度の導入と併せて検討すべきものであると

考えている。

○ 退職手当の調整額については、在職期間中の職務の困難度や

職責の重さなどに応じた公務への貢献度を反映するものである

ため、職務の級に連動したものとなっている。

10 再任用時職員の配置先につい

て、本人の希望等を考慮して決

定すること。

○ 再任用職員の配置先については、職員がこれまで培った能

力・経験を考慮するとともに、勤務地や職務内容など本人の意

向を最大限尊重の上、決定している。



11

職員組合の要求事項 県 の 回 答

11 職員の健康管理及び安全衛生

対策を強化・充実すること。

(1) 病気休暇制度・休職制度につ

いて改善すること。

特に休職制度に特別休暇制度

同様の通算判定（リセット制）

を導入すること。

○ 病気休暇については、国における病気休暇制度の見直しを

契機として、他の都道府県の状況を踏まえ、職員組合とも協

議の上で現行の制度へ見直しをしてきたところである。

○ 休職処分については、特別休暇と異なる制度であり、休職

期間が３年間という長期間にわたることからも、その通算判

定については、従来どおり個別に判断していくことは必要と

考えている。

○ 病気休暇制度及び休職制度については、今後も、国や他の

都道府県の動向も踏まえ、適正な制度運用に努めていく。

(2) 各種ハラスメントについて、

策定した指針等に基づき指導を

徹底すること。

また、その際、加害者及び被

害者に対して、効果的なサポー

トを実施できる専門家を介在さ

せること。

○ ハラスメントの防止については、防止指針を策定し、職員

に周知するとともに、各所属等にハラスメント相談員を置き、

相談体制を整備してきたところである。

○ 職員研修や６月のコンプライアンス推進月間における取

組、コンプライアンス通信の発行を通じ、意識啓発を図って

いる。

○ 今年度は、ハラスメント特別研修として、所属長等を対象

にした研修、当該研修を受講した所属長等が講師となって行

う所属内研修を実施している。

○ 今後も、民間等のハラスメント対策の先行事例などを参考

にしながら、引き続き、職員の意識啓発を図るとともに、相

談窓口を周知し、指針に基づき働きやすい良好な職場環境づ

くりに努めていく。

○ 専門家によるサポートについては、相談の内容、行為の程

度は一様ではないことから、個別の対応が必要であると考え

ている。個々の事情に応じて、行為者や被行為者に対し、精

神科医やカウンセラーによる支援も行っている。

(3) 長時間労働や職場のハラスメ

ント等、公務に起因することが

疑われる精神疾患等については

公務災害を申請するよう助言・

指導し、積極的に救済を図るこ

と。

また、県独自の見舞金等の制

度を新設すること。

○ 公務災害の申請については、所属の公務災害事務担当者を対

象に、毎年度早い時期に、制度の仕組み、申請の方法等につい

ての説明会を開催するとともに、公務災害補償制度の周知に努

め、申請の窓口となる各所属が職員に寄り添って相談にのり、

制度の概要説明や認定請求の方法を説明するなどし、申請が滞

ることのないように助力、指導している。

○ 県独自の見舞金制度の新設については、現行の公務災害補償

制度においても、民間労働者に適用される労働者災害補償制度

にはない遺族特別援護金制度により既に優遇されていること

から困難である。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(4) 障害・慢性疾患等を持つ職員

に対しては、組織としてその特

性の理解に努め、必要に応じて、

個人と組織との間を調整する専

門家によるサポートを行うこ

と。

○ 障害・慢性疾患等を持つ職員に対する理解を深めるため、

管理監督者向け研修などを実施している。

○ 個人と組織との調整については、主治医、産業医、相談医、

保健師又は心理職が、職員健康相談や職場復帰相談などで本

人や所属の相談に対応し、必要な職員については、時間外や

出張など就業上の配慮事項について所属へ助言・指導を行っ

ている。

○ 健康診断後の「保健指導」で受診勧奨や生活習慣改善につ

いて職員へ働きかけるほか、所属へ協力依頼等を行っている。

○ 今後も、引き続き職員と所属のサポートに努めていく。

(5) 派遣・出向先の職員に対して、

派遣・出向先職場と協力の上、

知事部局職員と同様に、メンタ

ルヘルス等健康管理のサポート

体制を築くこと。

○ 派遣・出向中の職員の健康管理については、派遣・出向先

の団体が、事業者として担うことが原則であるが、派遣・出

向中の職員から健康指導課に相談があった場合には、メンタ

ルヘルスも含め相談に応じるなど、柔軟な対応に努めている。

○ 主な派遣団体とは、健康管理に関する意見・情報交換会を

定期的に開催し、各団体の健康管理体制が充実するよう相互

に連携している。今後も、派遣・出向中の職員に対しても、

可能な限り健康管理に関する支援を行っていく。

(6) 別途提出する「労働安全衛生

に関する要求書」に基づき改善

すること。

○ 職員の健康管理及び安全衛生の対策強化については、その

重要性を十分認識しており、「職員安全衛生委員会」において

も、職員組合推薦の委員や産業医等の委員により、専門的な

知見から検討されているものと認識をしている。

○ 別途提出された「労働安全衛生に関する要求書」の要求事

項については、後日、回答の機会を設定するが、議論を要す

る内容もあるので、「職員安全衛生委員会」の中で検討したい

と考えている。

12 男女が共に働きやすい職場環

境実現のための環境整備や職員

の健康維持・増進の観点から、

次の項目について改善を図るこ

と。

(1) 在宅勤務・インターバル制度

について、「時間外勤務縮減検討

会」等における労使協議をもと

に、導入の適否を含め慎重に研

究すること。

○ 在宅勤務制度については、育児や介護を担う職員など時間

的な制約のある者にとって仕事と生活を両立させるために有

益な制度であると考えていることから、今後は職員組合との

意見交換も行いながら、試行を行うなど制度の導入に向けて

検討していく。

○ インターバル制度については、平成 31年４月から時間外勤

務の上限規制を導入しているところであり、その状況も見な

がら、導入の適否を含め研究していく。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(2) 年次有給休暇、育児・介護・

治療との両立に係る休暇等につ

いて、全ての職員が取得しやす

い環境整備や計画的取得の一層

の促進を図ること。

○ 休暇の取得については、これまでも通知等により年度当初

や夏季を控えた時期などに取得を促してきたが、本年度にお

いても、夏季休暇と年次有給休暇を合わせて８日以上取得す

るよう様々な手法で職員に呼びかけたところである。

○ 育児等との両立に係る休暇についても、ワーク・ライフ・

バランス推進計画に基づく管理職員への呼びかけや、職員組

合からの意見を踏まえた制度の充実を図ってきたところであ

り、今後も各種制度を利用しやすい職場環境づくりに取り組

んでいく。

(3) 育児のための短時間勤務制度

について、対象範囲を小学校卒

業までの子に拡大すること。

また、職員の配置は並立任用

で行うこと。

○ 小学校就学後の仕事と育児の両立支援制度については、国

を上回る本県独自の制度として、小学校１年生から３年生ま

で（障害のある子の場合は、18 歳の年度末まで）の子を養育

する常勤職員を対象とした「子育て部分休業」を平成 30 年４

月から導入したところであり、今後、利用状況等の検証を行

っていく。

○ 育児のための短時間勤務制度を利用する職員については、

当該制度利用者や職場の状況に応じて、再任用短時間勤務制

度等の活用を含め、後補充に努めていく。

(4) 小学校卒業までの子を養育す

る職員について、看護休暇及び

家族休暇の日数を増やし、子の

人数に応じて追加すること。

○ 看護休暇については、これまでも取得日数の拡充や取得要

件の緩和を図ってきたところであり、育児・介護休業法にお

ける一般事業主より充実した制度としている。

○ 家族休暇については、国にはない休暇制度を本県が独自に

措置しているものであり、これ以上の拡大は困難である。

(5) 「育児時間」の対象年齢につ

いて、小学校就学前まで適用す

ること。

○ 育児時間については、これまでも職員組合の意見を踏まえ、

取得時間数や対象となる子の年齢を拡大してきたところであ

り、これ以上の拡大は困難である。

○ 労働基準法に定める育児時間の対象となる子の年齢よりも

広く適用している。

(6) 介護休暇及び看護休暇の対象

となる家族のうち、同居が条件

とされている者について、「常時

介護」の状態にあると認められ

る場合は同居とみなすこと。

○ 介護休暇及び看護休暇の対象については、平成 28 年度の制

度改正により祖父母、配偶者の祖父母、孫及び兄弟姉妹に係

る同居要件を撤廃したところである。

○ 本県では、「配偶者の祖父母」及び「生計を一にする親族」

を独自に対象に加えているほか、「同居」の定義も一部拡大す

るなど、国や一般事業主に適用される育児・介護休業法が定

める対象者の範囲よりも広く適用している。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(7) 現在試行中の時差勤務につい

て、利用状況の把握と課題の検

証を十分に行い、必要に応じて

組合要求を踏まえた改善を行う

こと。

○ 時差勤務については、平成 30 年７月から、全職員を対象と

して９パターンでの試行を行っているが、令和元年９月の時

点で約 1,600 人、対象職員の概ね３割程度が制度を利用して

いる。

○ 今後、職員組合との意見交換なども行いながら、適正な運

用に努めていく。

(8) 育児に係る休暇・勤務制度に

ついて介護にも適用させるとと

もに、慢性的疾患等を抱える職

員の治療と職業生活の両立支援

に向け、各種制度の導入を図る

こと。

○ 育児と介護は、必要な看護や対象となる者の状態等が異な

るため、一概に同様の制度とすることは困難である。

○ 本県では、介護休暇等の対象者の範囲について「配偶者の

祖父母」及び「生計を一にする親族」を独自に加えており、

看護休暇の対象も、子に限らず父母や祖父母等についても認

めるなど、国や育児・介護休業法における一般事業主より充

実した制度としている。

○ 治療と職業生活の両立支援については、厚生労働省のガイ

ドラインでは、時間単位の年次有給休暇や病気休暇といった

休暇制度や、時差出勤、短時間勤務、テレワーク等の勤務制

度を、各事業場の実情に応じて導入し、治療への配慮を行う

ことが望ましいとされている。

○ 本県では、通院時には分又は時間単位で利用できる病気休

暇制度のほか、時差勤務やサテライトオフィスの試行などを

行っており、今後も、誰もが働きやすい職場環境づくりに努

めていく。

(9) 育児休業や介護休暇等につい

て、男性取得促進策の具体化を

図ること。

○ 男性職員の育児休業等の取得促進については、配偶者要件

の廃止など、制度の改善を行ってきた。

○ 制度の利用促進のため、全庁掲示板や様々な機会をとらえ

た情報発信、子の出生を間近に控えた男性職員及びその所属

の人事管理担当者へのメール配信による直接的な働きかけを

行うなど、様々な手法で取り組んできた。

○ 子育てについて理解を深めるきっかけとして、若手職員を

対象とした、県庁内一時預かり保育施設を活用した保育実習

を行うなど、育児参画意識の醸成に努めている。

○ 介護休暇等については、「子育て・介護相談窓口」の設置や、

介護と仕事の両立支援リーフレットによる休暇制度等の情報

提供など、職員が仕事と介護の両立ができる環境づくりに努

めている。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

(10) 高齢者部分休業及び修学部

分休業制度を導入すること。

○ いずれの制度についても、１週間当たりの通常の勤務時間

の２分の１を超えない範囲で認められる休業制度であり、公

務運営への影響等を考慮する必要があるため、導入の必要性、

方法、導入した場合の課題等について、研究していく。

13 公用車について、業務の効率化

や交通事故防止のため、次のこと

を実現すること。

(1) 走行距離 10 万 km 又は初度登

録から７年を超えた公用車につ

いて、即時更新すること。

(2) 公用車にカーナビゲーショ

ン、リアビューカメラ、ＥＴＣ

車載器及び衝突回避支援システ

ムを標準装備すること。

○ 公用車の更新については、平成 29 年度を初年度とする「公

用車運用適正化５か年計画」に基づき必要に応じて更新し、

また、カーナビゲーション及びＥＴＣ車載器については、各

車両の利用状況に応じてその必要性を判断しつつ、設置して

いる。

○ 交通事故防止のための機器の設置については、平成 25 年度

からバックセンサーを更新車両に原則装備することとし、バ

ック時の接触事故の軽減に向けた対策を講じている。また、

更新車両以外の一部の車両については、バックセンサーまた

はバックカメラの設置を行った。

○ 衝突回避支援システムの一つとして、衝突被害軽減ブレー

キ（AEBS）については既に国際基準が示されており、国にお

いて、令和元年内を目途に国内基準を策定する予定だと承知

している。これらの状況を踏まえ、今後、関係部署と協議し

ながら検討していく。

14 予算配分の偏りにより、研究

機関における県単独研究や土木

事務所の水防業務に支障が生じ

ている。全庁的に主として需用

費の予算要求のルールを見直

し、業務を円滑に行うために必

要かつ十分な配分を行うこと。

○ 頻発する災害への対応や急速に進む少子高齢化など、数多

くの行政課題を抱える一方で、これらに対応するための財源

は限られている。

○ 予算編成に当たっては、一律的な経費削減ではなく、各部

局の裁量の下、優先度の高い事業を選択し、要求することと

している。

○ 課題解決につながる効果の高い事業については、引き続き、

必要な経費の計上に努めていく。

15 職場のパソコン環境等を改善

すること。

(1) 単独事務所のインターネット

環境を改善すること。

(2) 派遣職場にＳＤＯを配備し、

情報の迅速な共有化を図るこ

と。

(3) AOI-PARC 等、他庁舎への駐在

職員がいる場合には、必要に応

じ、本所にサテライト勤務用の

パソコンを設置すること。

○ 単独事務所のインターネット環境については、単独事務

所と県庁とを結ぶ回線が、地域的に低速度のものしか業者か

ら提供されていないという問題等があり、インターネット閲

覧に伴う通信量の増加により通常業務に支障が出る可能性が

あることから、電子県庁課では閲覧環境を提供できない状態

が続いている。引き続き、検討を行っていくが、現状では、

各所属での対応を依頼しているところである。

○ 派遣職場へのＳＤＯの配備については、情報管理などの問

題があり、外部への端末配備は難しい。

○ 本庁に出張する駐在職員がＳＤＯなどを利用する場合に

は、まずはサテライトオフィスを利用していただきたい。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

16 公務上の瑕疵・過失に係る職

員への訴訟等について、個人に

過度な責任・負担がかからない

よう対策を講ずること。

また、分限特例条例について、

「情状酌量により執行猶予が付

いた場合の事故」を適用対象と

すること。

○ 職員個人を当事者とした刑事裁判については、検察当局の

判断により職員個人を対象として提起されたものであり、弁

護士費用の公費負担等、県として支援することは困難である

と考えている。

○ 職員個人を当事者とした損害賠償請求訴訟等民事裁判につ

いては、必要に応じて、法務文書課において訴訟が提起され

た場合の顧問弁護士による法律相談、裁判所に提出する書面

作成等に関する助言等の支援を行っている。

○ 本県の分限に関する条例第８条には、公務遂行中の過失に

よる事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員に

ついて、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、そ

の職を失わないものとすることができる旨が定められてお

り、必要に応じて同条例の適用の可否を検討していくものと

考えている。

17 現業職給料表について、新給与

制度妥結時の確認事項を誠実に

履行すること。

とりわけ常勤職員による確実

な退職補充及び中堅層以下の給

与水準の早急な回復を行うこと。

○ 平成 20 年３月に公表した「技能労務職員の給与等の見直

しに向けた取組方針」で示したとおり、業務の効率化と行政

サービスの質の確保に配慮しながら、現業業務全体のあり方

について、見直すこととしており、平成 26 年度には給与の

見直しに合わせて現業業務のあり方について検討した。

○ 現業職員の採用については、必要な人員の精査を行った上

で、現場の安全管理や技能の継承等の観点から、業務執行上、

必要と認められる場合には常勤職員を採用することとして

いる。

○ これまで業務員については、平成 27年 10 月に畜産技術研

究所において１名、平成 29 年４月に中小家畜研究センター

等において２名、平成 30 年４月に農林技術研究所等におい

て２名を採用しているところであり、令和２年４月には、農

林技術研究所等において２名を採用する予定である。

○ 船員については、船の運航に求められる人数を考慮し、直

近では令和元年８月１日付けで１名を採用している。

○ 今後も、採用については、業務の性質、勤務の形態等を総

合的に勘案し、現場の実態に応じた任用形態による配置を検

討していきたいと考えている。

○ 現業職員の給与については、平成 27 年４月から国の行政

職俸給表(二)に準拠した給料表に見直しを行ったが、見直し

にあたっては、期限を設けずに見直し前の給料月額を保障す

ることとしたほか、40 歳台の職員が将来昇給できるよう、号

給増設や昇格メリットの増額を行うなど、出来る限り配慮を

している。

○ 現業職員の給与等については、現在職員組合と話し合いを

しているが、引き続き職員組合の意見を聞きながら検討して

いきたい。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

18 現業職における労働条件に関

して、地方公営企業労働関係法

に基づき、労働協約を締結する

こと。

当面、機構改革に伴う労働条

件の変更がある場合は、事前協

議を行うこと。

○ 現状の現業評議会との間で労働協約を締結することは、関

係法令に照らし合わせると困難であると考えているが、現業

職の勤務条件に係る問題については、従来どおり誠意を持っ

て話し合いを行っていく。

19 効率化を最優先した行政の民

営化を安易に行わないこと。

(1) 指定管理者制度は見直し、問

題がある施設は県直営に戻すこ

と。

○ 指定管理者及び独立行政法人については、導入後、機動的

運営によって県民ニーズに的確に対応したサービスの向上が

図られるとともに、管理運営の効率化も図られている。

○ 県有施設管理における安全性の確保については、今後とも

十分に留意していく。

(2) 独立行政法人については不断

の検証を行い、問題がある場合

は県直営に戻すこと。

また､「市場化テスト」は導入

しないこと。

○ 独立行政法人については毎年業務実績を評価し、県議会に

報告するとともに、指定管理者については外部評価等の管理

のモニタリングや安全対策の徹底及び労働法令の遵守を図っ

ており、常に利用者視点の満足度の高い施設管理の確保がで

きるようにしている。

○ 市場化テストについては、規制緩和への国の対応状況を注

視していく。

20 共済、互助会など福利厚生制度

について、別途提出する「福利厚

生事業に関する要求書」に基づき

改善すること。

○ 職員の福利厚生制度については、職員組合の意見も聞きな

がら取り組んでいる。

○ 別途提出された「福利厚生事業に関する要求書」について

は、後日、回答の機会を設定する。
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職員組合の要求事項 県 の 回 答

21 2020 年４月から始まる会計年

度任用職員制度については、病

気休暇の有給化等、常勤職員と

の待遇格差をなくすよう、引き

続き改善すること。

○ 会計年度任用職員の勤務条件の決定に当たっては、国及び

他の地方公共団体との権衡に留意し、適切に対応することと

しており、病気休暇等、一部の休暇については無給休暇とし

ている。

○ 会計年度職員の採用について、平成 30 年度の交渉におい

て、制度移行時にすべて公募を行うことしたが、同一の者を

引き続き同一ポストで任用する場合、制度移行前から通算し

て３年に達するまでは、公募によらない選考も可能とするよ

う見直す。

○ 令和２年６月期の期末手当について、当初、在職期間別割

合を 30/100 としていたが、今年度から引き続いて会計年度

任用職員となった場合には、現在の臨時・非常勤職員として

の任用期間を在職期間に通算する経過措置を設ける。

○ 一般事務の基礎号給について、事務補助における号給設定

の状況を踏まえ、１級１号給から１級５号給に引き上げるこ

とし、専門行政職の基礎号給は１級 21 号給から１級 25 号給

に、技能労務の基礎号給は、１級 13号給から１級 15号給に

引き上げる。

○ その他の運用等の詳細についても、引き続き職員組合と話

し合っていく。

22 危険物取扱者、建築主事等、

職務に必要な資格の取得に係る

費用を県費で負担すること。

○ 職員の資格取得に係る受験費用や資格試験対策講座の受講

料などの県費による負担については、当該資格の業務上の必

要性や他の都道府県における取扱いの状況などを踏まえて、

各部局で検討していく。

23 職場や階層から出されている

諸要求については、誠意をもっ

て交渉すること。

○ 具体的な勤務条件にかかる問題については、従来どおり誠

意をもって話し合いを続けていく。


